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2022-7-19 国民生活センター評価等のための有識者懇談会 

 10時07分～11時30分 

 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでは、時刻を越えてしまいまして恐縮でございます

が、ただいまから「国民生活センター評価等のための有識者懇談会」を開催させていただ

きます。 

 今年度につきましては、国民生活センターの令和３年度、昨年度の実績の年度評価と、

平成30年度からの５か年間の中期目標期間の見込みの業務実績につきまして、有識者の皆

様方から御意見を頂戴するものでございます。 

 なお、髙巌先生は御都合がございまして、明日、同じようにお話を聴くこととしてござ

いますので、本日は瀧澤委員、長岡委員のお二方からコメントを頂戴できればと思ってご

ざいます。 

 本日はオンラインの開催とさせていただいておりますが、ぜひよろしくお願いします。 

 早速でございますが、事務局から、まず本日の資料について確認をさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 消費者庁の柏原と申します。本日はよろしくお願い

いたします。 

 それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 当庁及び国民生活センター会議室の座席表はお手元にございますでしょうか。それから、

有識者懇談会の開催についてという書面と議事次第がございます。お手元にございますで

しょうか。 

 議事次第の下段に本日の会議で使用する資料のリストがございます。数が多いのですが、

右肩に番号がございますけれども、資料１－１から資料１－５、資料２－１から資料２－

３、資料３－１、資料４－１から資料４－４、資料５－１の合計で14資料をお送りさせて

いただいております。このうち御意見を頂戴する対象は、資料１－２、資料１－３、及び

資料１－５、こちらは令和３年度の業務実績になります。資料２－２から資料２－３が中

期目標期間見込業務実績になります。資料４－１から資料４－４が財務、決算及び監査の

報告となりまして、全９資料となります。 

 ちなみに、資料１－２及び資料２－１は、今回は様式のみをお送りさせていただいてお

ります。これは次回の第２回懇談会の前に主務大臣評価を記載したものを各委員の皆様に

送付させていただきまして、第２回懇談会において特記事項等の御意見等を頂戴するため

の様式でございます。 

 資料は以上ですが、お手元に漏れ等はございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 また、本日はウェブ会議のため、御発言の際には冒頭でお名前を頂戴いただきますよう

お願いいたします。なお、御発言中以外はマイクをミュートにしていただくよう、お願い

いたします。 
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○消費者庁地方協力課小堀課長 小堀でございます。 

 以上が資料確認でございますので、議題に入らせていただければと思います。 

 前半が業績について御審議いただき、後半が財務状況ということで、２つに分けてと考

えてございます。 

 まず、業績のほうでございますが、本体としましては資料１－３が令和３年度の年度評

価、資料２－２が中期目標期間の業務実績の評価につきまして、国民生活センターの自己

評価が記載されてございます。本日は、説明資料といたしまして資料１－５、資料２－３

というダイジェストにしたものがございます。こちらも使っていただきながら国民生活セ

ンターから説明をしていただこうと思ってございます。御意見、御質問はその後頂戴でき

ればと思ってございます。 

 それでは、国民生活センターの浦川総務部長から御説明をお願いいたします。昨年と同

様でございますが、自己評価について特徴的な部分を中心に御説明をお願いできればと思

います。よろしくお願いいたします。 

○国民生活センター浦川総務部長 国民生活センターの浦川でございます。本日はどうぞ

よろしくお願いいたします。 

 最初に、令和３年度の自己評価について、資料１－３業務実績等報告書、資料１－５自

己評価説明資料に基づきまして御説明いたします。 

 令和３年度は、第４期中期目標期間の４年目でございます。 

 資料１－３の２ページ、総括表を御覧いただきますようお願いいたします。令和３年度

の自己評価でございますが、評価対象項目45項目のうち、事象が発生しなかったなどの理

由で対象外とした８項目を除いた37項目を対象としておりまして、Ａ評価６、Ｂ評価31、

Ｃ評価０でございます。これらを踏まえまして「第１ 国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」の７事業の評価は、

「４．商品テスト事業」についてはＡ評価、６事業はＢ評価といたしております。 

 評価対象項目のうちＡ評価としたもの、基準値を下回るがＢ評価としたものについて御

説明をいたします。資料１－５を御覧ください。 

 まず、Ａ評価とした項目の１つ目でございますが、項目別調書No.６「３．相談事業 （２）

国民への情報提供」でございます。資料１－５では１～２ページでございます。 

 報道機関を通じた情報提供でございますが、成年年齢引下げに伴いまして、18歳、19歳

の若者が消費者トラブルに巻き込まれることが懸念されますことから、「若者注意喚起シ

リーズ」をスタートさせ、若者に多い消費者トラブルについての注意喚起を集中的に実施

し、また、公式LINEを用いた若者に消費者トラブルに関心を持ってもらうための取組を実

施いたしました。このほか、偽通販サイトトラブルも増えている中、実際に偽通販サイト

の画面を掲載するなど、報道機関に取り上げてもらうための工夫を凝らした広報を実施い

たしました。また、新型コロナ関連の消費者トラブル、ウクライナ関連の義援金詐欺など

についても迅速に公表するなど、41件の情報提供を行いました。 
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 ウェブサイトなどによる情報提供につきましては、重要性の高いものを中心に解決策や

アドバイス、未然防止に関するFAQを53件掲載しました。FAQへのアクセス件数は約70万件

となり、基準値の約5.2倍となりました。 

 令和３年度は、上記により国民向け情報提供について様々な取組を積極的に実施したこ

とを踏まえまして、Ａ評価といたしました。 

 次に、Ａ評価の項目の２つ目でございますが、商品テスト事業、国民への情報提供でご

ざいます。資料１－５では３～４ページでございます。 

 消費者被害の未然拡大防止に寄与するよう、重大または社会的関心が高い事案について、

積極的に情報提供を行い、消費者に届けるよう努めました。具体的には事故事例を調査分

析し、消費者に同種被害が多数発生している事例や、深刻な被害事例等に関する情報を迅

速に分析して取りまとめ、必要に応じて消費者庁、相談情報部と連携して情報提供を行い

ました。 

 特に子供の事故については重篤な身体被害が発生する危険の高い事故であり、さらなる

被害発生の可能性も考えられましたため、事故情報を把握してから公表まで迅速に対応す

るとともに、必要に応じて専門医のコメントを掲載するなど、消費者に分かりやすく情報 

を伝えることに努めました。 

 乳児の死亡事故という情報といたしましては、「カットパンによる乳児の窒息事故が発

生」（令和３年10月19日）を公表し、また「男児用水着のインナー生地を確認しましょう」

（令和３年７月15日）、「マグネットパズルの破損に注意！」（令和４年２月17日）の公

表では、ツイッター投稿後、大きな反響をいただきました。 

 製品事故では、どの製品による事故なのかを明確にし、さらなる消費者被害の発生拡大

防止につなげるため、事業者名を含めた公表に積極的に取り組みました。さらに、高い関

心が寄せられている新型コロナウイルス感染に関わる検査キットについても正確な情報提

供を行いました。 

 注意喚起の公表に当たっては、メディアを通じて多くの消費者へ情報が届くようにする

ことが重要なため、効果的な情報発信を積極的に行ったほか、各報道機関から寄せられる

取材には、必要な情報を分かりやすく伝えてもらえるよう、迅速、丁寧に対応いたしまし

た。「くらしの危険」の作成に当たりましては、公表情報を積極的に活用し、事故防止に

必要な情報をより分かりやすく提供するなど、積極的な情報提供を図りました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 次に、Ａ評価の３番目でございます。「４．商品テスト事業 （３）関係機関への情報

提供、情報共有及び情報交換」でございます。資料１－５では５～６ページでございます。 

 相談解決のための商品テスト結果のうち、必要な事故を消費者庁へ情報提供しました。

うち１件は、情報提供後に重大事故等として公表されました。さらに、商品テスト結果等

に基づき関係省庁、事業者団体への情報提供を行いまして、うち12件について対応がなさ



4 

 

れました。 

 また、商品テストに関わる技術情報として、テスト実施機関が実施可能な対象商品や試

験内容、保有する施設、機器などの情報及び商品テスト情報等を収集し、ウェブサイトを

通じて消費生活センター等に情報提供いたしました。 

 さらに、消費生活センター等のテスト技術職員と情報交換を行うとともに、商品テスト

情報をデータベース等に登録するほか、相談対応等から得られた情報や知見についても消

費生活センター等に情報提供を行いました。 

 加えて、類似または同種の商品テストを実施する関係機関等との間で定期的な会議を行

うなど緊密な情報交換を行い、連携をより強化するとともに、消費テストの公表テーマが

重複することがないように調整をいたしました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 ４番目でございます。「４．商品テスト事業 （４）関係行政機関等に対する改善要望」

です。資料１－５では７ページになります。 

 商品テスト結果等に基づき、関係行政機関等に対しての制度等に関する改善要望等につ

きましては、「電動キックボードでの公道走行に注意」の公表関連で、警察庁、国土交通

省、経済産業省に対しまして、関係法令等の周知継続を要望した結果、電動キックボード

に関する事業者宛て注意喚起の事務連絡が発出されたことをはじめ、５件の公表案件にお

ける改善要望において、延べ９つの省庁において対応が取られました。国民生活センター

の情報が関係省庁における数多くの施策に活用されたと存じております。 

 また、「カットパンによる乳児の窒息事故が発生」の公表関連では、当該事業者に当該

品の大きさや形状、物性等の改善と適切な注意表示をするように要望したことにより、当

該事業者が当該品の物性、大きさ、注意表示の変更を実施いたしました。 

 また、「乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意」の公表関連で

は、当該事業者に対しまして事故が発生した商品の回収を検討するよう要望したことによ

り自主回収が行われたことをはじめ、７件の公表案件における改善要望において、延べ20

の事業者団体及び事業者により対応が取られました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 Ａとした評価項目の５番目は、「５．教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修」

でございます。資料１－５では８～９ページでございます。 

 実務能力向上のための研修といたしましては、消費者行政職員研修、消費生活相談員研

修、消費者教育推進のための研修、消費生活サポーター研修、企業職員研修等の研修を実

施いたしております。 

 研修の実施に当たりましては、まず研修の実施対象となる関係機関等に幅広く周知し、

研修への参加を促し、受講者の確保に努めました。令和３年度も新型コロナウイルス感染
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拡大の影響が続く中、相模原、徳島では、新型コロナウイルス感染対策を実施した上で、

グループでの事例検討、参加体験型研修を積極的に取り入れ、受講効果を高める工夫をい

たしました。 

 一方、新型コロナウイルス感染拡大の影響は想定よりも大きく、一部の研修を中止する

こととなりましたが、オンライン研修に変更するなど、受講者の研修受講の機会を確保し、

相談員の質の向上を図ることを通じて、消費者被害の未然拡大防止に寄与いたしました。 

 また、前年度に中止を余儀なくされました全国消費者フォーラム及び消費者教育学生セ

ミナーは、オンライン形式で実施いたしました。特に全国消費者フォーラムは２年連続で

中止いたしましたため、久しぶりの開催を喜ぶ声や、オンライン開催のため遠方からでも

気軽に参加できること等を評価する声が複数寄せられました。 

 遠隔研修については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により在宅勤務となった際に

受講してもらえるよう、令和３年度の新作コンテンツとは別に、令和２年度のコンテンツ

を一定期間配信する対応をいたしました。 

 上記の研修の実施に関しては、アンケートで得た情報を研修内容の充実に活用すること

ができまして、指標である受講者等アンケート結果における満足度、５段階評価中平均４

以上については、実績は平均４以上を大きく上回りました。4.8でございます。 

 以上のように、コロナ禍においても確実に研修を実施するために、昨年度の試行に続き

オンライン研修を本格実施したことなどを踏まえましてＡといたしました。 

 Ａ評価としていました項目の６番目は、裁判外紛争解決手続（ADR）事業の（１）ADRの

適切な実施及び利用しやすいADRへの改善でございます。資料１－５では10ページでござ

います。 

 当事者が新型コロナウイルスに罹患した等の理由により手続を延期とせざるを得ない事

案が複数発生いたしましたが、申請日から手続終了までの日数については達成目標をクリ

アいたしました。また、申請事案を消費生活センターにおいてあっせん不調となった事案

が大半を占めている中ではございますが、達成目標数値の60％以上を大きく上回る70.6％

という高い和解率を維持いたしました。 

 新型コロナウイルスの影響を受け、センター東京事務所以外、都内、地方都市等での期

日開催が困難となりましたことから、試行的にウェブ会議で開催することで、遠隔地の当

事者についても負担を軽減した上で、円滑な実施を実現いたしました。また、開催時間に

ついても当事者のニーズに最大限配慮し、柔軟化を推進いたしました。 

 これらを踏まえまして、年度計画を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 続きまして、基準値を下回りますがＢ評価とした１項目について御説明いたします。 

 「５．保有資産の有効活用」です。資料１－５では11～12ページに当たります。 

 この項目では、宿泊室稼働率、研修室稼働率の指標が設定されております。昨年度に引

き続き、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けております。緊急事態宣言の発
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令中は、原則として施設利用を中止する措置を講じました。まん延防止等重点措置実施中、

特に１月以降は研修、外部利用ともに予約のキャンセルが相次ぎました。こうした状況に

よりまして、宿泊室及び研修室の稼働率の確保に影響を及ぼすこととなりました。 

 加えて、５月～12月にかけて相模原市のワクチン接種会場として講堂を貸し出したこと

から、研修の実施とワクチン接種の両立に努めましたが、受講者の受入れのキャパシティ

ーが減少することとなりました。なお、多数の市民が迅速にワクチンを接種することがで

きたことに関して、相模原市長から当センターに感謝状が贈呈されております。 

 外部利用でございますが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間中は、予約され

た分は相次いでキャンセルが入り、密を避けるため各研修室の利用者数を大幅に絞ったこ

と、ワクチン接種会場との併用になるため利用に様々な制限があったことなどにより、前

年度に引き続き需要は伸びませんでした。 

 この結果、宿泊室の稼働率実績につきましては9.7％、研修室の稼働率実績につきまして

は18.4％でございました。 

 上記のように、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた形でしたが、感染防

止対策を徹底し、感染者を出さない対策を徹底し、これらの取組により、利用者アンケー

トにおける満足度は、研修施設96.8％、宿泊施設94.6％と極めて高い数値を確保できまし

た。利用者の安全・安心を最大限優先するため、その時々にでき得る限りの措置を行いま

した結果、宿泊室及び研修室の稼働率は前年度より回復させた点も考慮し、また、講堂を

ワクチン接種会場として貸し出したことで、施設の有効活用が図れましたことから、これ

らの結果を総合的に踏まえましてＢと評価いたしました。 

 次に、第４期中期目標見込業務実績と国民生活センター自己評価説明資料について、資

料２－２、資料２－３に基づきまして御説明いたします・ 

 まず、資料２－２の２ページ、第４期中期目標見込業務実績と業務実績等報告書総括表

を御覧いただけますでしょうか。見込み評価は、評価対象項目45項目のうち、事象が発生

しなかったなどの理由により対象外とした７項目を除いた38項目を対象といたしておりま

す。Ａ評価４項目、Ｂ評価34項目、Ｃ評価はゼロでございます。 

 これらを踏まえまして、「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためにとるべき措置」７事業の評価は全てＢといたしております。こ

こでは、評価対象項目のうちＡ評価としたもの、基準値を下回るがＢ評価としたものにつ

いて御説明をいたします。 

 資料２－３を御覧いただけますでしょうか。Ａ評価とした項目の１つ目は、「４．商品

テスト事業 （２）国民への情報提供」でございます。資料２－３の１～２ページに当た

ります。 

 相談情報や事故事例を調査・分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻

な被害事例等に関する情報を分析して取りまとめをいたしまして、必要に応じて消費者庁、

海上保安庁、相談情報部と連携して、消費者への情報提供を行いました。 
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 令和元年度にはアマゾンと合意を取り交わし、当センターの注意喚起情報について該当

商品を購入した消費者に直接情報が届けられるなど、消費者の商品事故の未然拡大防止等

を一層図るための効果的な対応が取られました。令和２年度は、新型コロナウイルス関連

商品等、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等に関する情報を迅

速に分析、取りまとめして、情報提供を行いました。 

 令和３年度でございますが、画像や動画などを効果的に使用して発信を行い、メディア

を通じて多くの消費者への情報提供につながりました。また、SNSを通じた情報提供も併せ

て行い、特に「男児用水着のインナー生地を確認しましょう」や「マグネットパズルの破

損に注意！」については、ツイッター投稿後、約9,000の投稿リアクションがあり、大きな

反響がございました。 

 さらに国民への情報提供に当たりましては、製品事故などによる消費者被害の発生の拡

大を防ぐ観点から、事業者名を含めた公表に取り組むとともに、各報道機関から寄せられ

た取材等に対しましては、迅速、丁寧に対応いたしました。 

 また、「くらしの危険」を各地の消費生活センターや医療機関に配付し、併せてウェブ

サイトに掲載して、アクセス数は基準値を上回りました。 

 これらを踏まえまして、中期目標を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いた

しました。 

 Ａと評価した項目の２つ目でございます。「４．商品テスト事業 （４）関係行政機関

等に対する改善要望」でございます。 

 商品テスト結果等を基に関係行政機関等に対する改善要望を行い、省庁、事業者団体、

事業者により対応が取られました。平成30年度には、「美容を目的とした『プエラリア・

ミリフィカ』を含む健康食品」の公表関連では、令和元年５月20日の厚生労働省薬事・食

品衛生審議会の部会におきまして、その指定成分等としてプエラリア・ミリフィカを含む

ことが了承され、令和２年３月27日に告示がなされました。 

 令和元年度には、「まつ毛美容液による危害が急増！」の公表関連で、厚生労働省が各

都道府県衛生主管部長宛てに「まつ毛美容液を標榜する化粧品等の安全性の確保について」

を発出いたしました。 

 令和３年度は、「マグネットパズルの破損に注意！」の公表関連で、当センターは業界

及び事業者に対してマグネットパズルに破損がないことを確認する旨の表示と、内蔵され

ているネオジム磁石を誤飲した場合の危険性について周知徹底を要望したことにより、一

般社団法人日本玩具協会がST基準の表示要求事項に注意表示の記載を追加しました。 

 このように当センターの改善要望が法改正や規格基準の改正等につながっております。

これらを踏まえまして、中期目標を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いたし

ました。 

 Ａ評価とした項目の３つ目は、「５．教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修」

でございます。 
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 中期目標及び各計画に沿って業務を実施いたしまして、事例検討型、参加体験型研修を

実施するとともに、研修対象者のニーズに積極的に応じ、高い満足度を実現しました。具

体的には、平成30年度は消費者行政新未来創造オフィスにおいて徳島県や県内の有識者等

から協力を得ながら、徳島独自の研修を含め14件の研修を実施、令和元年度は研修の地方

開催に関する全国の地方公共団体からのニーズを踏まえまして、消費者行政職員を対象と

した地方開催の研修を新設し、消費生活相談員を対象にした地方開催の研修の実施に向け

た所要の準備を実施、令和２年度以降、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により開催

を中止せざるを得なくなりました研修は生じましたが、受講者の研修機会を確保する観点

から、オンライン研修を実施する事業者のヒアリングを行いまして、集合研修からオンラ

イン研修への切替えを積極的に行いました。令和３年度では、新型コロナウイルス感染拡

大の影響が当面継続することを想定し、オンライン研修を強化・充実させました。 

 このように毎年、状況、ニーズに応じた対応を行うことで研修を充実させ、相談員の質

の向上を図り、消費者被害の未然拡大防止に寄与しました。これらを踏まえまして、初期

の目標を十分に達成しているといたしまして、Ａと評価いたしました。 

 Ａと評価した項目の４番目は、裁判外紛争解決手続（ADR）事業の（１）ADRの適切な実

施及び利用しやすいADRへの改善でございます。資料２－３では６ページです。 

 令和４年度も同様に、紛争解決委員会によるADR手続による事務を適切に実施すること

といたしております。目標の達成状況を踏まえまして、中期目標を十分に達成していると

判断いたしまして、Ａと評価いたしました。 

 次に、基準値を下回りますがＢと評価した１項目について御説明いたします。資産の有

効活用でございます。資料２－３では７～８ページに当たります。 

 宿泊室稼働率を確保するため、平成30年度、令和元年度は、研修カリキュラム等を工夫

し受講者増を図るとともに、外部利用者をさらに増やすためのダイレクトメールによる新

規利用者の開拓や利用者への電話等による働きかけ等を積極的に行いました。その結果、

宿泊室稼働率の実績は、平成30年度は37％、令和元年度は31％でございました。 

 目標未達成の要因でございますが、所属自治体の内部規程等により旅費が支給されない

ため宿泊できない受講者が全体の２割程度いることや、国からの補助金制度が変更になっ

たことなど、複合的な要因が相まって研修受講者による宿泊が伸び悩んだことが影響しま

した。 

 また、令和２年度、３年度は、令和２年２月頃から続いております新型コロナウイルス

感染拡大の影響を大きく受け、緊急事態宣言による施設の利用中止、まん延防止等重点措

置による利用控えにより利用が伸び悩んだことなどが挙げられます。 

 宿泊室稼働率の実績でございますが、令和２年度は4.1％、令和３年度は9.7％でござい

ました。 

 研修室稼働率については、平成30年度、令和元年度は、事例検討、参加・体験型を実施

することにより研修室等を最大限に利用するとともに、外部利用者にも積極的に貸し出し
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ました。研修室稼働率の実績は、平成30年度は59％、令和元年度は54％でございました。

しかし、令和２年から続いている新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けまして、

研修室稼働率の実績は、令和２年度は7.2％、令和３年度は18.4％でございました。 

 このように、令和２年度、令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受

けた形でございましたが、感染防止対策を徹底し、感染者を出さない対策を徹底いたしま

した。これらの取組により利用者アンケートにおける満足度は４年間の平均で、研修施設

は97.8％、宿泊施設は94.3％でございました。このように、令和２年度、令和３年度と新

型コロナウイルス感染拡大の影響で稼働率は下がりましたが、令和３年度においては相模

原市のワクチン接種会場として講堂を貸し出し施設の有効活用の幅を広げるとともに、多

数の市民が迅速にワクチンを接種することができたことに対して相模原市長より当センタ

ーに感謝状が贈呈されました。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響が甚大であった中、利用者の安全・安心を最大

限優先し、その時点においてでき得る限りの措置を講じてまいりました。これらを踏まえ

まして、中期目標における数値目標は達成できておりませんが、様々な取組を実施してき

たことを考慮いたしまして、Ｂと評価いたしました。 

 令和３年度業務実績報告書と令和４年第４期中期目標期間見込業務実績の説明につきま

しては以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 消費者庁の小堀でございます。 

 それでは、国民生活センターの山田理事長、もし御発言がございましたらよろしくお願

いいたします。 

○国民生活センター山田理事長 小堀課長、ありがとうございます。 

 国民生活センター理事長の山田でございます。 

 瀧澤委員、長岡委員におかれましては、本日、御多忙中にもかかわらず御参加いただき

まして、ありがとうございます。 

 ただいま浦川部長より令和３年度業務実績及び第４期中期目標期間の見込業務実績につ

いて御報告いたしました。 

 今回、報告書の作成に当たりましては、当懇談会における昨年の議論も参考にさせてい

ただいて実施いたしました。この間、コロナ禍などの通常ではない事態がある中で、日常

業務をきちんとこなした上で、ただいま申し上げたコロナの問題でありますとか、その他、

新たに発生した事態に即応して消費者問題に積極的に対応してきたと私どもは自負してお

ります。 

 本日御報告申し上げました諸所の点につきまして、よろしく御議論をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から御意見、御質問などを頂戴したいと思いますが、いかがでご
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ざいましょうか。 

 では、長岡先生、お願いいたします。 

○長岡委員 長岡です。御説明ありがとうございました。 

 新型コロナウイルス感染拡大の中でいろいろな取組をされていて、すごくよく頑張って

いるなというのは伝わってきました。特に資料１－５でも最後にありますけれども、保有

資産の有効活用という点においてはＢという評価ですが、すごくいろいろな取組をされて

いてよかったなと思いました。 

 それ以外の資料１－５でＡと評価した項目について確認させていただきます。 

 今回、前年までＢであった項目がＡとなっているものが散見されましたけれども、この

点、去年はＢであったにもかかわらず、なぜ今年はＡになったのかという、その違いをま

ずお聞きしたいと思います。 

 まず、資料１－５の１ページでは、件数で見ると、情報提供件数が基準値52件に対して

53件、昨年度は31件ということでしたので、かなり増えていると思います。それに対して、

消費者トラブルメール箱の受信件数とFAQコーナーへのアクセス件数については昨年度に

比べ減っているわけですけれども、去年は情報提供件数が少なかったにもかかわらずこう

いったものが多かった、今年は情報提供件数が多くなったにもかかわらずこういったアク

セス件数が減っている理由がもし何かあれば教えていただきたいと思います。 

 次に、資料１－５の７ページです。これも令和２年度まではＢということで、今年はＡ

になっているわけですけれども、年度計画については、そこを拝見する限り達成されてい

るというのは分かるのですが、件数で見ると基準値ともあまり変わっておりませんので、

その中で十分に達成しているというのはどういう点から言えるのかということを教えてく

ださい。 

 最後、３点目になりますけれども、資料１－５の８ページも令和２年度まではＢで、今

年度はＡとしております。さらに中期目標期間の評価でもＡとなっています。達成目標の

指数から見ると、アンケートの満足度についてはいずれも前の年以前も４以上ということ

で達成しておりました。今年度は何が違うかなということを自己評価のところを拝見する

限りは、オンライン研修を強化・充実したことが強調されていますけれども、それをもっ

て果たしてＡと言えるのかという点です。 

 ９ページでは、基準値と比べて令和３年度が少なくなっているものとして、事業者を対

象とした研修の実施回数、人数も少なくなっていますけれども、これはなぜ少なくなった

のかということと、それに対して、その上の相談員資格の有資格者向けの専門知識アップ

デート講座については基準年よりもかなり多くなっております。この辺も踏まえて、Ａと

評価した理由を教えていただければと思います。 

 あと、評価とは関係ないのですけれども、令和３年度の補正予算で、オンライン研修で

3500万弱ほど補正の措置がついていますが、具体的に何に使ったのか。端末とかオンライ

ンの機材に使っているのか、それとも、オンライン研修をするのに業者に委託した委託費
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なのか、その辺りも含めて教えていただければと思います。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。 

 それでは、国民生活センターのほうから回答をお願いいたします。 

○国民生活センター保木口理事 ありがとうございます。 

 私、国民生活センターの保木口と申します。相談情報部の担当をしております。 

 最初に相談の情報提供のところでございますが、情報提供件数、FAQの件数が増えた部分

につきましては、部としまして一丸となって新しいFAQをもう少したくさん皆さんに出し

ていきましょうということで、自立的にといいますか主体的に新しいテーマのものを積極

的に出していく努力をした結果でございます。 

 他方、トラブルメール箱の受信件数やFAQへのアクセス件数が前年度と比べて少し減っ

ているのではないかという点でございますが、正直なところを申しますと明確な分析がで

きていないというところがございまして、こちらについては今後の課題だと思っておりま

す。 

 一方、こちらについては、どうやらほかのサイトで引用されたりということがあります

と、いわゆるバズるみたいな形でどーんと増えることがあるのですが、明確な部分につい

てのお答えが用意できません。ここについては自分たちの自立的な努力で単純に増えると

いうことではないのですが、今回、Ａとしました背景としましては、前半の主体的な取り

組み部分に加え、FAQへのアクセス数については前年度と比べますと若干減ってはいるの

ですけれども、基準年と比べますと大幅に増えているという点がございます。 

 ありがとうございます。 

○国民生活センター川口理事 国民生活センターの川口でございます。商品テスト部を担

当しております。 

 資料１－５の７ページの商品テスト事業の関係行政機関等に対する改善要望について、

基準年と同じ件数であり、一昨年度がＢであったのが、昨年度はＡとした理由ということ

で御質問いただきまして、どうもありがとうございます。 

 昨年度は、記載しておりますように一昨年度を上回る11件の公表で改善要望をして、８

件の公表で対応をしてもらうことができました。中でも「電動キックボードでの公道走行

に注意」に関しましては、事業者に対して保安基準の性能を満たしていない点などを改善

要望したところ、事業者自らの改善がなされたり、警察庁、国土交通省等への要望を受け

て事業者宛ての注意喚起が事務連絡として発出されたなど、具体的な対応がなされました。 

 また、「乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意」で自主回収が

されたり、事業者が自主回収をするなど、具体的な改善要望をすることができました。 

 さらに、マグネットパズルに関しましても、内蔵されているネオジム磁石を誤飲した場

合の危険性について周知徹底を事業者及び事業者団体に要望したところ、ST基準の表示要

望等の注意表記が追加されました。具体的な改善要望により、事業者による自主的な改善
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を促すことができたことが昨年度の大きな成果だと感じております。 

 以上でございます。 

○国民生活センター林田理事 続きまして、理事の林田でございます。 

 私は研修担当でございますので、８ページ以下についてでございます。 

 先生のほうからは、基本的には昨年度とそんなに変わらないのにＢがＡの評価になって

いる。一方で、個別の評価事項を見るとオンライン研修について充実させたということは

あるけれども、事業者研修は基準値が７回のところが３回であったりということでござい

ました。 

 全般的なスタンスとして、確かに令和２年度はＢということで、コロナであるとかそう

いう状況にかなり振り回されたところはあるわけですけれども、令和３年度に入ってコロ

ナも状況は変わらず２年目を迎えましたが、研修で言えば御指摘のあったようなオンライ

ンといったものを活用するという方向で、コロナの中で劇的に対面の研修を増やすという

のは制約のある中でなかなか難しかったのですけれども、オンラインの研修を確信をもっ

て増やすということでやっておりますので、我々の取組として、アピールとして、Ｂでは

なくＡということでまず訴えてはどうかと思っております。 

 それから、令和３年度の補正の使い方としてオンラインで3500万ということで、機材な

のか委託費なのかということでありますけれども、細かい分析は十分できていませんが、

恐らく両者の面で、全体としてオンラインの研修の数も増やしておりますので、そういう

形で3500万を扱っていると理解しております。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 長岡先生、いかがでございましょうか。 

○長岡委員 御説明ありがとうございました。 

 補足で１点確認させていただきたいのですけれども、今の研修事業のところなのですが、

今後、コロナが落ち着いてきてもオンライン研修をやっていくことに対してメリットはあ

るのですかという点です。業者の委託費とかもそれなりにかかってくると思いますけれど

も、それを払ってでもオンライン研修を続けることが効果的なのかということと、あと、

資料１－５にはないのですけれども、もう一つ、消費者教育推進のための研修というもの

がありまして、こちらはＢとなっておりました。これもオンライン研修は恐らく取り入れ

られているのかなと思うのですけれども、実施回数とかも拝見する限りそれほど増えてお

らず、定員充足率も本当に10％や20％とかなり少なくなっておりますが、この辺について

はどうお考えなのかを聞きたいと思います。 

 以上です。 

○国民生活センター林田理事 林田です。御指摘ありがとうございます。 

 オンライン研修を今後も続けることについてのメリットでございますけれども、オンラ

イン研修のメリットは２つあると思っています。１つは、日々の業務で忙しい相談員の方々
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が空いた時間でいろいろな必要な知識を吸収するということで、必要な時間に必要なタイ

ミングで見られるということが１つ。２つ目として、地域研修や地方研修に我々もかなり

力を入れてきましたけれども、対面ですと予算の関係あるいは人員の関係もあって限られ

るところ、ライブ配信などのオンラインによって地方の人が録りためたもので勉強ができ

るというところでございます。 

 これについては一昨年度、消費者担当大臣の井上大臣からも、地方へ力を入れる手段の

一つとしてオンラインの活用といったものをうたわれたこともありますので、そういう背

景もあって、我々としてオンライン研修にも力を入れているところでございます。 

 一方で、対面研修の重要性も当然認識しておりますし、相模原に研修施設があるという

ことなので、やはりフェース・ツー・フェースでやることによってオンラインでは得られ

ないメリットもあると思っておりますので、オンラインのメリットと対面のメリットの両

方を生かしながら、どのような配分で研修をやっていくのがいいのかは今後の課題ですけ

れども、できる限り両方を充実させたいと思っております。 

 ２番目の質問で、消費者教育研修が数的には十分ではないのではないかということで、

これについても背景は私も十分分析できておりませんけれども、我々としてはできる限り

のことをやった結果として十分な数に達していないというところがございます。ただ、消

費者教育は成年年齢の引下げ等もございまして重要でございますので、御指摘を踏まえて、

今後ピンポイント的に力を入れることができるのであれば、実績を上げる方向で頑張って

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 長岡先生、いかがでしょうか。 

○長岡委員 ありがとうございました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。 

 それでは、瀧澤先生のほうから、御質問も含めまして何かございますでしょうか。 

○瀧澤委員 瀧澤です。ありがとうございます。 

 成年年齢が18歳に引き下げられるということで、発信メディアもこの期間中にSNSなど

にシフトされてきているのかなと。もちろん高齢者向けのテレビなどもよく拝見すること

もありまして、一般向けの情報をすごく強化して発信されているなと思いました。 

 評価の面で言うと、ＡなのかＢなのかというのはなかなか外からは分からなくて、目標

としている指標の数値とかがありますけれども、外から見る者としては、現場を見ている

方々が質的にいかに自分事として仕事を熱心にやられているのかというところも含めて、

ＡのところはＡなのだろうなと感じています。 

 今、国民生活センターのツイッターを拝見していたのですけれども、イラストの中に必

要なポイントがしっかり書かれているので、リンクをわざわざ押さなくても見られるよう

なものが多くて、リツイートされているものも結構多いですし、いいねマークがついてい

るものも結構多くて、日常的にすごくよくやっていらっしゃるなという感じを持ちました。 
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 SNSのメディアとしては、ほかにフェイスブックとかインスタグラムもあるわけですけ

れども、ツイッターが一番訴求力が高くて、若者向けのメディアとも言われていますけれ

ども、やられている中で手応えみたいなものはどのように感じておられるのかをお聞きし

たいなと思います。 

 取りあえず以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 国民生活センターのほうからいかがでございましょうか。 

○国民生活センター川口理事 広報部を担当しております川口でございます。 

 御質問、どうもありがとうございます。 

 国民生活センターでは、SNSはツイッター以外にフェイスブックとLINEも行っておりま

す。拡散性では、その中ではツイッターが一番広がりやすいと感じております。 

 冒頭にお話がございました成年年齢引下げに向けて、国民生活センターではSNSを使っ

て若者への発信を2019年度から３年間かけて取り組んでまいりました。昨年度はティック

トックを使ってショートムービーを流すといった試行をし、若者に向けて直接届ける発信

なども取り組んでまいりました。 

 また、大学受験を控えた高校生が多く見るスタディプラスといった学習支援アプリを通

じての情報発信も昨年度は実施しました。既存のSNSのみならず、直接伝えたい消費者に伝

わるような情報発信につきまして、今後も取り組んでまいりたいと思っております。 

○瀧澤委員 やはりいろいろな工夫をされているなということはよく伝わってきました。

どうもありがとうございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 瀧澤先生、ほかの点は何かございますでしょうか。 

○瀧澤委員 Ａ評価のところで印象的であったのは、どの項目かは忘れたのですが、例え

ば企業に対する勧告をしているところで、目標としては改善の依頼みたいなことをかけて

いるだけなのだけれども、それが実際に改善に至ったとか、関係行政機関等に対する改善

要望も似たようなところがあって、改善要望が目標なのだけれども、複数の案件で法改正

や規格、基準の改正などにつながっているというのは高く評価すべきところではないかと

思いました。両方ともＡの箇所です。 

 １つ少し気になったのは、例の相模原の施設で、この期間中はコロナがあったので利用

の割合を絞らなければいけない。逆にワクチンの接種会場として提供していただいたとい

うのは、すごく臨機応変に対応していただいて、今回の評価に全く異存はないのですけれ

ども、非常によく対応していただいたと思うのですが、逆にコロナが収まった後、この施

設がどうなっていくのかなと。コロナでオンラインの快適さとか、遠隔地からもできるノ

ウハウもたまってきていて、受講側もこの便利さに気づいていて、もともと相模原施設の

稼働率が問題になっていたわけですけれども、収まった後にそれが再燃する。もしかする

と、将来的には施設を維持するよりも、その期間だけどこかの施設を借りてやったほうが
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効率的になる可能性もあるのかなと、今の段階の評価には全然関わらないのですけれども、

若干そのような感想は持ちました。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 もし国民生活センターのほうからありましたら、お願いします。 

○国民生活センター林田理事 理事の林田です。 

 御指摘ありがとうございます。 

 そこは私どもも非常に悩ましいところでございまして、宿泊施設、研修施設の在り方に

ついて、今回はコロナということで臨機応変に対応はいたしましたけれども、なかなか行

動制限のある中で、目標からはかなりかけ離れた低い数字ということでございます。 

 課題のところにも書いていますけれども、ある意味、施設が今後どうあるべきかという

ものも考えなければいけないなとは思っております。 

 一方で、先ほど私が研修の中で申し上げたとおり、対面での研修のよさもございますの

で、そこはゼロかイチかという判断ではなくて、今後、中長期の目標の議論にもなってい

くかと思いますけれども、研修施設の在り方等についても、今後を見据えて平時、あるい

はまた緊急事態になることもあるでしょうから、そこは庁とも連携を取りながら議論して

いきたいと思っております。 

 御指摘ありがとうございます。 

○瀧澤委員 分かりました。ありがとうございました。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 私のほうから。今の御議論も踏まえながら、最後、主務大臣の評価ということで整理を

していこうと思っておりますけれども、先ほども議論になりましたが、数字、回数以外の

クオリティーというところで、相談事業で言えば成年年齢引下げへの対応、あるいはツイ

ッターなどの新しい取組といったところ、また、商品テストはまさに瀧澤先生がおっしゃ

ったような事業者や関係行政機関への働きかけが結果につながったという辺り、教育研修

のところは、特にオンライン研修の話はコロナの回避という意味合いもあるのですが、実

は私も聞いてみますと結構評判がいいというか、地方でそんなに簡単に相模原までは来ら

れないという人もいて、コロナが終わってもできるだけやってほしいという声もいただい

ているので、そういった意味で、新しい時代に向かっていくという意味でもいい取組であ

ったのかなと思っています。 

 それと、質疑には出ませんでしたが、ADRも実は和解率が上がっていたりとか、やり方の

面で工夫したりというところがありましたので、この自己評価をベースに考えていけばい

いかなと感触としては思っているところなのですけれども、先生方のほうで特にここはと

いうところはございますでしょうか。 

 また改めて整理してお送りさせていただきますけれども、自己評価をベースにした形で



16 

 

最後に精査させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、後半に移らせていただければと思います。 

 続きまして、資料４－１令和３年度の財務諸表、資料４－２決算報告書につきまして、

国民生活センターから説明、報告をさせていただきます。 

 それでは、国民生活センターの小林会計課長、よろしくお願いいたします。 

○国民生活センター小林会計課長 会計課長の小林でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、資料４－１の令和３事業年度財務諸表、及び資料４－２の決算報告書につい

て、主な事項を説明いたします。 

 まず、財務諸表についてです。表紙をめくっていただきまして、目次の次に１ページ目

とございます貸借対照表を御覧ください。 

 一番上の段に資産の部とありまして、そのうちⅠ、流動資産のさらに内訳としまして、

現金及び預金の額が22億円余となってございます。こちらは令和３年度当初予算及び補正

予算で受け入れました運営費交付金財源の中から、主には令和４年度への年度を越えた財

源繰越しとしまして11億円余があったこと、また、令和３年度中に発生しました経費の未

払金としまして９億円余あったこと、そして積立金があったことが理由の大宗となってお

ります。 

 次に、同じ１ページ目のⅡ、固定資産についてです。内訳の１番に有形固定資産があり

まして、さらに内訳としまして建物などがございますが、これらの資産は、取得後、毎年

度減価償却が発生するものでございます。左端にそれぞれ２段書きで、上段に取得価格、

下段に資産取得後の減価償却累計額を記載しまして、差引額をさらにその右側に記載して

おります。 

 また、同じ有形固定資産の中で金額が最も大きいものが土地の63億円余となっておりま

す。これは相模原及び東京の各事務所分を合算したものを前年度と同じ額で計上しており

ます。 

 次に、２ページ目を御覧ください。上段に負債の部、中段辺りに純資産の部と区分して

おります。それぞれ負債の部では、一番上の段から運営費交付金債務、未払金とありまし

て、また、純資産の部の内訳で３番目の利益剰余金に区分しております積立金があります

けれども、これが１ページ目の現金及び預金に主に対応するものとなっております。その

ほか、中段の純資産の部の１番目、資本金が89億円余とございますけれども、こちらは前

年度から変更はございません。 

 次に、４ページ目、損益計算書を御覧ください。経費を４ページ目、収益を５ページ目

に記載しております。 

 経費では、上段の業務経費と、中段以降の一般管理費と区分しておりますけれども、そ

れぞれの主なものとしましては、給与手当等の記載が分かれておりますが、総じて人件費

と、あとPIO-NET2020関係等での外部委託費となっております。 
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 また、５ページ目の収益につきましては、一番上の段にあります運営費交付金が主なも

のとなっております。 

 次に、７ページ目のキャッシュ・フロー計算書を御覧ください。ここでは特にⅡ、投資

活動によるキャッシュ・フローといたしまして、10億円の定期預金の預入と払戻がござい

ました。これは令和２年度から令和３年度への繰越財源につきまして、経費の支払いが発

生するまでの１年未満の一時的な期間がございましたので、同一銀行内で普通預金から定

期預金へ振り替えて短期間運用したものとなっております。 

 財務諸表の説明については、以上となります。 

 最後に、資料４－２決算報告書について説明いたします。 

 本表ですけれども、各部で実施いたします事業及び管理部門につきましては、下段中央

に法人共通といたしまして予算額と決算額を比較したものでございます。 

 収入につきましては、運営費交付金収入のほか、区分の事業収入等では、記載はござい

ませんけれども、図書雑誌出版収入や研修収入等、該当する事業区分にのみ計上しており

ます。 

 また、支出のほうですけれども、人件費につきましては、管理部門である下段中央の法

人共通では一般管理費の中に、各部の事業経費につきましては業務経費に含めて計上して

ございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。小堀でございます。 

 続きまして、国民生活センターの令和３年度の会計及び業務に関する監事監査の結果に

つきまして、西監事より御報告をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○国民生活センター西監事 資料４－３監査報告、資料４－４会計監査報告に基づいて説

明させていただきます。 

 財務諸表及び決算報告書並びに事業報告書については、会計監査人から資料４－４のと

おり適正な意見をいただきましたが、監事による日常の監査及び会計監査人とのコミュニ

ケーションなどを通じまして、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると判断して

おります。 

 また、法人の業務は、法令等に従い適正に実施されております。中期目標の着実な達成

に向けて、新型コロナ感染禍にあっても効果的かつ効率的に実施されていることを確認し

ております。内部統制システムの整備、運用につきましても、理事長のリーダーシップの

下、着実に進展しており、指摘すべき事項は認められません。 

 以上、報告いたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様方から御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いいた

します。 
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 長岡委員、お願いいたします。 

○長岡委員 御説明ありがとうございました。長岡です。 

 財務諸表に直接関係するものではないのですけれども、戻ってしまって申し訳ないので

すが資料１－３の127ページで、一般管理費及び業務経費の削減ということで予算と決算

に関しての数字が載っているのですけれども、そこで教えていただきたいのですが、まず、

一般管理費のところで、128ページの業務実績の２段落目で説明があるのですけれども、そ

の後、相模原事務所及び東京事務所の修繕については、安全確保の観点から真に緊急性の

高いもののみとするなど必要な経費について予算の見直しを行い、見直し後の予算を２億

1400万にしたとあるのです。 

 127ページの一般管理費の当初予算が１億8700万で、これを２億1400万にしたというこ

とは、予算を増やしているということだと思うのですけれども、修繕については緊急性の

高いもののみとすると言うと予算を減らすような言い方なのかなと思ったのですが、逆に

緊急性の高いものが多かったということなのですか。 

 あと、業務経費のほうでは、当初15億8500万で、これを15億5700万にした。2800万削減

したとなっていて、127ページの令和３年度補正予算ということは、これに対してプラス、

合計すると２億5600万ほどだと思うのですけれども、実際には業務経費の予算が増えたに

もかかわらず、決算はこれだけであったという見方でいいのでしょうか。 

 見方の質問です。 

○国民生活センター萩原総務部次長 総務部次長の萩原でございます。 

 １つ目のお尋ねであります相模原事務所及び東京事務所の修繕についての書き方でござ

いますけれども、御指摘のとおり当初より増えているところでございます。この点でござ

いますが、もともと一般管理費が毎年３％削減されていて非常に厳しい中でも、可能な限

り最低限のものに絞って実施してもなおこの水準になっているというのがお尋ねに対する

回答でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ２点目のほうはありますか。 

○国民生活センター萩原総務部次長 総務部次長の萩原でございます。 

業務経費についてのお尋ねでございますけれども、業務経費につきましては、まず１つ

にはお尋ねのありました補正についてはかなり年度末でつきましたので、年度中の執行は

ほぼ無理でございますので、ほぼそのまま次年度繰越しという状況でございます。 

 業務経費の額の変動につきましては、そうは申しましても一般管理費が先ほど申し上げ

たように厳しいという状況があったので、業務経費から一般管理費への繰入れなどをして

この形になっているというのが姿でございます。 

 以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

○長岡委員 分かりました。 

 でも、そうすると128ページの文言の書き方が、緊急性の高いもののみをした結果、予算
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が増えてしまったみたいに読めてしまうのです。 

○国民生活センター萩原総務部次長 御確認、ありがとうございます。 

 緊急性の高いものに絞ったことは間違いがないのでございますけれども、結果、絞って

もなお増えてしまっているところがうまく伝わらないという御示唆でございますか。 

○長岡委員 はい。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 趣旨としてはお互い共通理解があるかと思います。 

○長岡委員 はい、筋は理解いたしました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 文章を修正しましょう。 

○国民生活センター萩原総務部次長 分かりました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでよろしくお願いします。 

 長岡先生、よろしゅうございますでしょうか。 

○長岡委員 もう一点、今の資料１－５の153ページからで、内部統制の充実・強化という

点なのですけれども、今の監事からの御報告で特に問題ないということは理解したのです

が、153ページの評価項目というのは、あくまでも内部監査とかコンプライアンスの内部に

関するものであって、監事監査とか会計監査をどうやったという話ではないと思うのです。

監事監査としては、内部監査の結果、これがどうかと評価するだけなので、内部監査と監

事監査が一緒になっているような説明になっているなという印象を受けました。 

 令和２年度も申し上げたと思うのですけれども、154ページで新型コロナウイルス感染

症に対応するため在宅勤務を実施したとありますけれども、これは別に内部統制に関係す

るものでもないし、ウェブシステムでやったから研修がどうであったという話でもないと

思うので、あまりコロナを強調しなくてもいいのかなという気はしました。感想です。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 国民生活センターからいかがでしょうか。 

○国民生活センター山田理事長 理事長の山田でございます。 

 今、御指摘のあった点については、BCPを検討しというところで、これまで事務所の外で

仕事をすることを想定していなかったという事態から、リモート端末等を用意して、職員

が事務所の外で仕事ができるようにした。その際には、仕事の仕方であるとか、セキュリ

ティーであるとか、そういうことが問題にならないようにするということが確認できたと

いう趣旨でここに挙げたものでございますが、その点、若干舌足らずであったかもしれま

せん。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 長岡先生、いかがでございましょうか。 

○長岡委員 分かりました。ありがとうございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、瀧澤先生、ございますでしょうか。 

○瀧澤委員 特にございません。 
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○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、ここの財務的な部分は先ほどありました修文を施すということで進めさせて

いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 これで一通り御説明、審議等は終了となりますけれども、最後に何かございますでしょ

うか。よろしいですか。 

 それでは、もし委員の先生方、またさらに何かございましたら、事務局のほうまでメー

ル等で御連絡いただければと思います。 

 最後に、今後の予定につきまして事務局のほうから説明をさせていただきます。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 消費者庁の柏原でございます。 

 次回の予定なのですけれども、第２回有識者懇談会、一応開催もありということで予定

してございますが、本日の御議論の状況を踏まえさせていただくのと、明日、髙先生との

御議論がございますが、本日のところを勘案しますと、持ち回り開催を御提案させていた

だければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 長岡先生もよろしゅうございますでしょうか。 

○長岡委員 問題ございません。 

○消費者庁地方協力課柏原課長補佐 ありがとうございます。 

 それでは、本日の終了段階では書面開催で進めさせていただければと思います。 

 本日の国民生活センターからの説明と委員の皆様からの御意見を踏まえまして、資料１

－２総合評定表、資料１－３業務実績等報告書、資料２－１中期目標期間の見込み評価の

総合評定表に、主務大臣の評価ということで事務局のほうで記載させていただいた資料を、

７月28日と記載がございますが、なるべく早くお送りさせていただければと考えておりま

す。これにつきましてもまた印刷したものを郵送させていただければと考えております。

委員の皆様におかれましては、８月４日をめどに御意見等々を改めて頂戴できればと存じ

ております。 

 委員の皆様からの御意見を踏まえた主務大臣評価案につきましては、来月上旬の終わり

ぐらいに大臣決裁までの手続がございますので、庁内で取りまとめた形のものを８月26日

までに公表及び総務省への提出を予定してございます。これまでの間、引き続きよろしく

お願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでは、本日の議題につきましては全て終了となりま

す。長い時間にわたりまして、朝からお忙しいところ本当に委員の皆様方にはありがとう

ございました。引き続き、資料等をお送りさせていただきますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 本日はありがとうございました。これにて終了させていただきます。 


